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沿岸域における海岸ゴミ問題と漂着物対応 支援ツールによる効串的管理に関する研究 ! 的
第

(正)竹ノ内徳人(金沢工業大学環境システム工学科 I 沿

(正)敷田麻実(金沢工業大学環境システム工学科 I 本

要

l はじめに

1.1 研究の 目的

沿岸域における漂着ゴミの問題は、最観を飼ね、

や河川法4、漁港法S、港湾法勺立、政置物に閲する行

政代執行等の権限を付与する形となっている.すな

わち、これら一連の法制度の改正は、大規模 ・突亮

海水浴などの活動に危険を伴い、消柿コストが社会 的な民事を想定したもの、あるいは海岸の防災施股

コストと Lて発生するなどの問題があり、また環境 や公共施訟の機能を帯しく損なう場合を想定したも

ホルモンやダイオキンンが沿岸域環境や生態系に与

える懇lI!響として懸志されている l。さらに国内を控

生甑とするゴミだけでなく、海外から標着するゴミ

も増加しており、酸性雨|問題と同様に越境してくる

国際的な環境問題としても位世づけられる九

こうした漂宥ゴミの発生が、突費的 一時的であ

れば行政が対応するが、それ以外はボランティア活

動や一般市民U)消揃活動に依存しているのが現状で

ある.

このような沿岸域への標昌ゴミの1m腿点は、第 I

に、謀者ゴミの植頬や個数が多く.行政コス トや処

理コストの地峨への負担が大きい。第 2に、漂着ゴ

ミへの対応は、個別の法制度があるわけではない.

第3に、沿岸域に関連する法制度は、檀維なため対

置がとりにくし、.

そこで本研究は、現状の社会システムにおいて沿 1.3 研究の方法

階級の漂着ゴミに効率的に対応するため、沿岸域に 現在の沿岸域管理に関 Lて石川県沿岸域における

のである.

しかしながら、現在の治岸域における社会的な問

題は、日々漂着する園内外からのゴミなのである.

もちろん これらの漂着ゴミは、個体申!の比量にお

いてはごく小さなものである。しかし、プラスチシ

ク ビニール類が、圧倒的に多く危険性[環暁ホル

モン)残留性(耐仏性)において他の物質(例えば、

1997 'l'のナホ トカ号事故による流出重油)とほとん

ど変わらなb」にもかかわらず、潔帯ゴミに閉して

は相当量が存在するが、沿岸域環境保全の視点から

みても対応が滞りがちである固

このように沿岸域における漂着ゴミの現状と問題

点に焦点を当て、効串よく対応するための仕組みづ

くりを提案するものである。
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おけるコミの現状とその問凶点を明らかにし、効率 漂着ゴミ問題を事伊!として、以下の点を明らかにす E ら、

的な解決摘を現場に提案するための「様着物対応宣 る。 I と6

極ツールJ(以下、支援ツーノレ)を考案することを目 第 1に、沿岸域における漂着ゴミに関する具体的 自 着l

的とした。 な問題点を明らかにする。第 2に、これらの漂着ゴ E 因1

ミへの対応に閲する根本的な原因を明らかにする. l ミ6

1.2 研究の背景

沿岸域における環境保全や管理は、 ナホ トカ号事

位のような大規模な環境民事を契機と Lて大幅に改

正されている。 例えば、海洋汚染及び海上~害の防

止に関する法仰や民害対捕謀本法等に手当いて、大規

模災害や突指的見書への対応、 領海外においても対

応するよフ 1998年に改正 している九また近年のプ

レジャーポートの放置艇問題に端を発して、梅岸法

第3に、これらの標着ゴミ問題に起因する原因を解

消するための要因を明らかにし、支援ツーノレの要件

を抽出 し作成を試みる.

第 1点の沿岸岐への様着ゴミに閲する問題点つい

ては、標着ゴミに関連す る論文平文献資料 新聞配

'"などからその特性について明らかにする固第 2点

の漂着ゴミに関連する時間1Mや封応に関しては、石

川県行政関係者からの聞き取り調査を実施L..制度
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的な問題や対応する際の問題点などを町lらかにする。

車3点の漂着ゴミ問題への効率的対応に関 Lては、

『沿岸域管理や漂着ゴ ミ問題に闘する分析結果から線

的な原因を明らかにし、これらを解消するための

要因を導き出し、漂行ゴミ対応宜mツールを具体的

に構築する。

2.沿岸域における標着ゴミの現状と問題点

2.1 濠着ゴミの現状

沿岸域におけるゴ ミの現状としては、例えばJEAN

の報告暫では、 1994年から 1999年の消帰活動により、

年間40万個のゴ ミが回収されていると報告されてい

る， (図 1)。
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もちろん回収されたゴミの総個数ということか

らも実質的にはその何倍ものゴ ミが存在しているこ

とになる。また沿岸域におけるゴミは圏内外から漂

着したものや、投禦・肱蹴されたものであるため原

因者の特定は難しい。このように沿岸岐におけるゴ

ミの問題は、行政 ー地域住民漁業者 .NPO等の泊婦

ボランティア活動などによって対応しているのが現

状である。このような消帰ボランティア活動は、無

償を原則jとした滑柿活動なのだが、実際には多くの

人々の参加によって支えられ、そこには大きな社会

コストがかかっていることを認識すべきである~

2.2 漂着ゴミの特性に関する問題点

漂着ゴミ白特拙から以下のような問題があげられ

85 

る。第 lに、漂着ゴ ミは、行政的な区分に関係なし

沿岸域の広範な空1mに漂着し、日本海側においては

特に外国からのゴ ミの量が顕著に多くなっているら

第 2に、日本海沿岸誠においては気象 梅象などの

条件により 川下側となり、ゴミ類は不定期的に漂着

し、また不特定という特性がある 1目。第 3に、ゴミ

として認定されるのかどうかと言う点である。例え

ば、初日l年 1月に宛生したコンテナ船の沈没によっ

て、石川県沿iJS域には注射器が l万3千本、カセッ

トボンベ約 5千本、県干頬が約 11万個漂着した 11。

これらの潔泊物は一般的にはゴ ミなのだが、法解釈

によると「水難救披法Jは漂流物肱いとなり、 r;車

生物法Jでは過失物(姶得物)敏いになる。

2.3 潔着ゴミへの対応に関する問題点

沿岸域に潔泊したゴミへの対応と しては、 以下の

ような問題があげられる。那 lに、沿岸域空間にお

いては垂直方向と水平方向において行政管理区分ご

とに対応する様拠法があり、ゴミ等の散乱にかかわ

らず、沿伴I晶~ IIU を分断する形で対応することであ

る。例えば、ゴミや投棄物が海洋を漂流している場

合には海よ保安庁の管制であり、漂着後においては

地方自治体に串官される問題となる。漂着したゴミ

に対しては、地方自治体は同一自治体内でも水難救

護法や過失物法などの制度的解釈の違いにおいて統

一的見解が得られない場合や、担当部署が転々とす

るといった問題がある。第 2に、漂着ゴミの回収や

処理は、基本的に附因者の負担となっている。しか

し漂着ゴ ミは即因者の特定が図鑑であり、有価物か

否かの判断が難しい場合には所有悔等の問題も吉む

など、対応が難しいという点がある。第 3に、線本

的な問題は、このような漂着コミヘ対応することに

よって行政官理コス トならびに処理コスト白地場へ

の転嫁負担附加につながることである。 1997年の

ナホトカ号車般や 2001勾のスカイプリマ号事故を

みてもわかるように、船舶等の沈投等において発生

した漂着物や船体の世望者においては、ほとんどの場

合行政の負胞となり、世窃は地械が被ることになる。

これらの問題点在分析すると、沿岸域における探

活ゴミへの問題点在効車よく対応するには、以下の



点に集約される。第 lに、どのような物が標流し、

どのよフな場所に、どの程度源帯するのか‘第 2に、

どの担当行政が対応し、どのような恨拠や法制度に

おいて扱うべきなのか 第 3に、瀬着ゴ ミを判定 ・

評価し、どのように処理すればコストを低減できる

のか、ということになる。すなわち.情報として確

立するべき項目は、①ゴミの発生場所、②発生の原

園、③発生物質、④原因者の特定、⑤被害状況の特

定などが重要になってく る.

3 支援ツーJレの効果

3. 1 主壁ツールの目的

沿岸域という脆弱な空間に問題が聾生した場合、

基本的には即座に対応することが一番効果的である g

しかし 現在の沿岸域における管理システムは、行

政の管理体制、地域住民の華参加体制、さらにこれら

の問題に対応した伎術システムなどを効率よくつな

ぎ合わせ対応していくと い う意味では、万全な状態

にはなb、.すなわ%、沿岸域における自然資源や環

境を持続的に利用 L 保全するためには、人間の諸

活動会胤定寸るlJ会システムと、それに内包される

法ai'JlJl'システム 行政γ ステム ・伎術ンステム等を

うまくインターフェースする仕組みを考えることに

ある(図 2)。

入閣総会

行政・理者

調鹿島‘俊民

II場"。
ボランティア

蓋ジステム
ー

畳遣な甥としての
.志決定

f官級ンステム

行政ンステム

..磁ンステム

お金ンス子ム

緩衝yステム

回2 主揖ツールの慨念

そこで、この支援ツールの目的は、沿岸械におけ

る標着ゴミや放置物の原因者や発見者、行政帯め対

応、地峡住民の協力歩加について、時系列ごとに個
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~I J の対応や恨拠法、連絡先などの情報を提供する.

例えば.漂着ゴミの発生場所 (海上 orその他)、橿

着ゴミの性質の特定、原因者の特定、 漂着する

の予測、場所ごとの対応主体の決定、対応恨拠法(陸

令 ・政令・省令)を鑓供し、原因物質ごと

顕の用意、征拠保全用の職員の決定、対応団体、

資援助 ・支援団体等のリストアップなどである。

これらの情報の提供方法は、パソコンの CD'RO!l

装置やインターネットの Webを活用し、行政菅理者

や地械住民.NPO・NGO噂を対象とし、どのよう

に対応すればよいのかという点について情報の共有

化を図ろうとするものである.

3.2 支援ツーJレの構成

本ゾステムの全体情成としては、大まかに沿岸埴

管理γ ステムを支援するためのエンジン、あるいは

プログラムと して位置づけている.そこで、オープ

ニング画面から、ンステムツーノレの目的、 利用対車

者、注意事項、 構成内容等の初期画面.1X画面と L

ては諸問題ごとにおける、時間推移 (時間軸) を基

胆にして、場面ごと、出席区分ごとの担拠法をベー

スとした対応のあり 方、処置や処理の方法、手続き

のあり方等を健供する.

もちろん、岐処法をただ単に漠然と表示するので

はなく、政令 省令を基摺 としたより具体的な行動

基準を提示することを心がける。最終画面において

は、沿岸域に関連する各種置料等を格付する。例え

ば、沿岸域の自然海岸の伐存状況、ゴ ミ等の漂着~

況、海岸i青掃ボランティアの活動状況、海洋レジャ

ー等の活動状況、関連法令の全条文、環境に関連す

るJ!j響評価 ・関査関係 ・資機材調達等の HPアドレ

スなどである.

本システムにおける主な材料としては、法律瞳

令 ・省令等の法令を基準とし、具体的行動規範や適

応範囲を焼定している政令 ・省令 ・地方晶例をより

詳細に取り 込むことにしている。 基本的には、これ

らの法樟 政令 省令、地方条例等をデジタノレ文書

化して保存する. さらに、 沿岸域に関連する諸問圃

を時空間別 問題の極類別・問題の主体~IJに類型化

を行う.対応方法は、法制度による焼定に準じなが



ら技術γ ステムや対応団体等を関連づける.デジタ

ノレ文書化については、 Web上で公開されている法令

データベースや各法令を管轄する省庁ごとの資料を

もとにして、 HTML形式で関連する晶項や細目 をペ

ージごとに保存 L、ツリー形状に関連づけをおこな

九一連のツリー形状で関連づけされたベージ構造

は、 CD'ROM媒体に配録保存する.

3.3 主鐙ツーノレの効果

この支怨ツーノレは 治岸域における漂着ゴミ への

対応に関する問題を改善することにある。その効果

としては.第 1に、日常的な行政管理、海岸管理へ

の効果である。主mツーノレによって地岐住民の管理

ンステムへの番参加を促し、不定期 不特定の漂着ゴ

ミ・放世物の情報提供や監視体制となる.これは行

腔管理コストの圧縮も期待できる.第 2に、行政管

理区分の問題は、主担γールを情甜共有の媒体とす

るこ とで総合的な行政管理の取り組みにつながる.

この支媛ツ ルが 各種情報のイノターフヱ スと

なり効率化につながる。第 3に、t;;}岸域における行

政管理の干測的対応への効果であるω 主接ツーノレが

作用するこ とで、沿岸岐への具体的な漂着ゴミ ー肱

置物ごとの対応が明確になり、行政管理者と Lても

地犠住民としても、予測的行動へのインセンティプ

を与える。さらに支援シーノレが.時系列ごとに対応

する品適な方法を提供していることから、政措決定

者、地域住民等が.どの段階で、どのような行動が

可能なのか、どういった判断や事矧.1iE拠資料の保

存等の具体的行動や織式を提供することで事前に必

要事項を把担できる. これはdiE処保全の手速いや必

要書額等の脱落を米然に防止する効果も吉まれる.

4 おわりに

本研究では、治伴域における漂着ゴミ問題に焦点

在当て その現状と問題点を明らかにした。またこ

の現状においては.漂着ゴミ問題の特性、対応にお

ける行政の組織的な問題、制度的な問題を明らかに

した.さらにこれらの漂着ゴミ 問題に効率的に対応

するために具体的な要件を抽出し主復ンールを考案

した.

この支綬ツーノレは、人間の時活動を規定する現状

の社会ンステムと それに内包される法制度システ

ム ・行政ンステム ・伎術ンステム等をうまくインタ

ーフェースする仕組みを基本としている。さらに、

この支倭ツールが、時間軸を基郁として効率的な対

応方法を提供することで、効串的な行政による沿岸

域管理を提供し、地域住民にとっても海岸管理への

書加を促す効果を持っている. このことで沿岸域に

おける効率的な管理γ ステムの情築を提案するもの

である。
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